


※保証委託者（会員）の属性や取引態様や金額等により、保証対象になる
金銭が異なります。

（上図中の金銭であっても、保証の対象にならない場合があります）
詳しくは、ホームページをご覧のうえ、契約前に（公社）不動産保証協会へお
問い合わせください。
 

各制度の利用申込みは、地方本部で受け付けております。
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（全日本不動産協会
イメージキャラクター）

決済前に、お客様（買主・借主・交換の当事者）からどんなお金を受け取りますか？

お客さんのための制度は、
何があるの？

お客さんが安心できる制度があるよ。

営業ツールとして使ってね！

一番たくさんカバーできるのは

一般保証だよ！！

Q

A

なるほど！ これでお客さんも安心だ！
今度の取引で使えるか、
保証協会に聞いてみよう！

受け取らない

当 事 者 間で
授受される手
付金がある

媒介報酬
代理報酬

一般保証制度
全国で唯一、当協会のみが
実施している制度です

手 付 金
中 間 金
代 金 に充 当される申 込 証 拠 金
交 換 差 金

※

※

※ ※
（借主代理の場合）

賃　料
敷　金
その他

手付金
保証制度

手付金等
保管制度

手付金等
保証制度

（当協会は実施していません）

保全義務は？ なし

あり

利用して
ね！

一般保証制度 検索
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ITが賃貸仲介ビジネスを
根本から変える！
～ 「先付け仲介」から「管理（PM）」へ ～

約4割の入居者がネットから自分で探した物件に住んでいる

　私は４年ほど前より、近い将来、「賃貸仲介手
数料は 0」になってしまうのではないか？ また「賃
貸の先付け仲介」もなくなっていく傾向にあるの
ではないか？ という意見を述べてきた。当時は
反対意見が多いように思ったが、最近では同意す
る方のほうが多い気がする。
　私が幹事をしている「21C. 住環境研究会」で
は、３年に１回、入居者ニーズアンケート調査
を SUUMO（（株）リクルート住まいカンパニー）
と一緒にしているのだが、最近、第６回の調査（首
都圏の入居者 1,137 名に 60 もの問いに答えてい
ただくもので、1997 年から３年ごとに実施。今
回は 2012 〜 2013 年調査）を行った。そこで、一
番印象に残ったアンケート結果は、部屋探しに関
するものだ（P.5 図表１）。
　その問いは、今あなたが住んでいる物件は①
ネットで探した物件か、②ネットで探した物件
を扱う不動産会社のほかの物件、③は①や②以
外、というものなのだが、なんと①が４割、②
が３割だというのだ。入居者の４割は、「PC や
スマホで自分で探し出した物件にそのまま住ん
でいる」という（「不動産情報サイト事業者連絡
協議会」の 2013 年調査においては、なんと 63%
という結果が出た）。以前は、部屋探しは、必ず
地元の不動産屋さんに行って営業担当者に自分
の希望条件を述べ、良い物件を見繕ってもらっ
て、それから案内をしてもらい、その中から決
めるというものだった。

オーナーズエージェント株式会社
株式会社アートアベニュー 代表取締役　藤澤雅義

CPM（米国不動産経営管理士）
CCIM（米国不動産投資アドバイザー）

1

　しかし、今や、ネット上で物件を十分に個人が
吟味し、「これは」と思う物件に絞り、あとはそ
の物件を見せてもらって、ネットの情報のとおり
かを確認してその物件に決める、という手順と
なった。技術革新のおかげで仲介業の在り方が根
本的に変わったといえる。今は 4 割だが、この割
合は、ネット上の情報の充実、つまり写真点数の
多さ、動画の多用、詳細な物件情報、周辺情報の
充実等を図ることによって、ますます増えること
だろう。
　そして、ネット上で自分で部屋を探した入居者
が、はたして家賃５万円だからといって、仲介
手数料５万円を支払うだろうか？ 鍵を開けただ
けの人に。入居者からしてみたら、不動産屋の
店舗にわざわざ行く必要はないし、現地集合で
十分、物件の確認だけさせてくれ、というとこ
ろだろう。案内中も特に話かけないでくれ、情
報はネットですでに把握している、という人も
半数以上いるのではないか。もちろん現時点で
は、まったく営業担当に会わないで、現地に行か
ないで決めることは、ほとんどの人ができない
だろう。最後には「担当」に会って物件を自分
の目で見て、口頭で確認をしたい部分はある（し
かし、この現地確認も、新経済連盟（代表理事：
三木谷浩史楽天社長）の「不動産のインターネッ
ト取引の実現に必要な規制改革」の提言の中に
もあるように、業者が下見を代行して動画等で
送信すれば、事足りると思われる）。
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「衣・食・住＋遊」すべてに大きな変化をもたらしたインターネット

インターネットというものが世の中で認知され
るようになったのは 1995 年くらいからだろう
か。それから 20 年が経とうとしている。もう 20
年もたったのか、という感じだ。今やすっかり我々
の生活に入り込んでいる。また、その影響で全ビ
ジネスモデルが大きな変化を余儀なくされてい
る。「交通機関」、「ホテル・旅館」、「飲食」、「レジ
ャー」、また「本・衣類・電化製品・小物・生活用
品・生鮮食料品等の小売り」に至るまで、今はな
んでも自宅や職場に居ながらにして予約でき購入
できるのだ。

私もすっかり本屋に行かなくなった。いつも
Amazon（アマゾン）でまとめ買いだ。注文したそ
の当日に配達されたのには驚いた。Amazon で
は、読んだ人の講評もあるし、人気度で並べ替え
たり、本の中身も一部読める。当然、目次も閲覧
できる。本屋に行くよりずっと便利で合理的だ。
ZOZOTOWN（ゾゾタウン）は衣類の通販なんて
無理、という常識を押しのけて急成長している。
私も LOCONDO（ロコンド）というサイトで靴を
２足買ってみた。まったく問題ない、気に入って
いる。確かに手に取っては見られないが、店に行
くより圧倒的に多くの商品を写真で見比べること
ができるし、値段も安い。返品もサイト側の負担
で自由にできる。西友ドットコム（西友ネットス
ーパー）も伸びているようだ。ネットでお刺身を

図表 1　Q. 部屋探しとネットの利用状況（全体／単一回答）

出典：「21C. 住環境研究会」&「SUUMO（リクルート住まいカンパニー）」

注文して、当日配達してもらえるのはとても楽で
ある。セブンイレブンも同じサービスを展開して
いる。楽天の成功は言うに及ばず、「衣・食・住＋
遊」のすべてに影響があるのだ。

また、2013 年にヤマダ電機が「ショールーミン
グ」が主たる原因で赤字転落したというニュース
も我々を驚かせた。「ショールーミング」とは、ネ
ットで下調べをしてから店舗へ行き、店員からよ
り詳しく説明を聞いたあとで、購入そのものはネ
ットで一番安いもので発注するというやり方であ
る。消費者としては、一番、賢い買い方である。
店舗には堪

たま

ったものではないが……。

Q. あなたが、今回ご契約された（更新された）お部屋は、どのような物件でしたか。
あてはまるものを、一つお選びください。

（%）

●凡例

2012年全体

家族構成 ひとり暮らし

ふたり～ファミリー

（n=1137）

（n=  791）

（n=  346）

来店前にネットで
見た物件

来店前にネットで
見た物件を扱っていた
不動産会社の
ほかの物件

ネットで見た物件
でもなく、ネットで見た
不動産会社から
紹介された物件
でもない物件

39.4 28.5 32.1

35.8 33.1 31.1

47.7 17.9 34.4

▲「ロコンド」は 30 日間返品無料で靴の販売を伸ばした。
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先付け業者はなくなっていくのではないか？

他方、我々の業界はどうだろうか？通販のよう
に「物件（商品）を実際には見ないで決める」と
いうことはなかなかできないだろうが、将来は最
終的にはインターネットで十分に調べ上げて２〜
３つくらいに絞り、現地を確認してすぐ申込みと
いうふうになるのではないか。来店する必要もな
いかもしれない。もう調べて見当はついているの
だから。ただ、現時点でのポータルサイト上の情
報はとても脆

ぜいじゃく

弱で、絞り込むにはまだまだだ。ほ
かの業界では当たり前になっている写真や動画を
たくさん載せ、「物件情報」「周辺環境情報」「入居
者 OB の声」「今住んでいる人の声」を反映し、ま
た「住所の特定」をしていけば、もっともっと多
くの人がネットで部屋を選ぶようになるだろう。
「住所の特定」は業界のビジネスモデル上、不可

能なことだ。世の中には物件の「住所の特定」が
できないポータルサイトが圧倒的だが、おかしな
話ではないか。部屋探しをしていて、最後になっ
てもどかしい気分になってしまう。Google（グー
グル）の「ストリートビュー」がある時代に、な
ぜ物件そのものが特定できないのだろうか。これ
は、業者の論理によるものにほかならない。住所
を特定すると、お客様が現地に行ってしまい、「ほ
かの業者に抜かれてしまうのが嫌だ」とかいうも
のだ。また、先付け仲介業者にとって、ネットで
広告している物件は、あくまで「お客様を呼ぶた

めのフック商品」であって、物件そのもので決ま
る必要はない、店舗に来てくれさえすれば良い、
という姿勢がどこかにないだろうか。

さて、これらの詳細情報をネット上で展開する
ことは、先付け仲介会社ではできないことだ。他
社管理物件やオーナーと直でつながっていない先
付け物件（他社が元付け）を広告に出すのに、い
ちいち詳細な写真や動画を撮って回るわけにはい
かないからだ。これは、管理会社や元付けであれ
ばできることである。入居者の解約があるたび
に、募集する際、そのデータを使うことができる
のだから、情報を充実させることが可能だ。私は
この先、先付け業者はなくなっていくのではない
かと思っている（図表２参照）。「０」になるとは
いわないが。その理由には、（図表 3）にあるよう
な 7 つの理由が挙げられる。そして、そのまま業
者そのものがなくなるのではなく、元付け、もし
くは管理会
社に転換す
るという選
択をするこ
とになるの
だろう。

図表2　賃貸仲介における中抜き現象インターネットの普及以前は、旅行代理店は交
通機関とホテルの空き情報を押さえているという
だけで、店頭にお客様が並んだ。消費者はそこに
手数料を支払う意義を感じていた。しかし今は、
JAL も ANA も自社ホームページでそれとまった
く同じことをやっている。そして例えば、東京⇔
福岡間の宿泊付きチケットが、飛行機だけより泊
まったほうが安くて片道運賃程度になる、なんて
ことが起きている。「メーカー」が「卸し」を飛ば
して「消費者」に直接商品を売っているのだ。JTB
は 2009 〜 2010 年に 940 店舗のうち 20% の 200 店
舗を、近畿日本ツーリストは 30% の店舗を閉鎖す
ることになってしまった。これはすべて「中抜き」
と言われる現象だ（図表２）。旅行代理店は、法人
向けや修学旅行、社員旅行の営業を強化して売上
げ内容を変化させている。

▲ Google の「ストリートビュー」

オ
ー
ナ
ー

ユ
ー
ザ
ー（
入
居
者
）

ユ
ー
ザ
ー（
入
居
者
）

オ
ー
ナ
ー

管理会社
先　付

先　付

先　付
元　付

管理会社

元　付

充
実
し
た
Web
情
報
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先付け仲介会社と、元付け仲介会社では意味がまったく違う

また、賃貸仲介ビジネスを行っている業者はた
くさんがあるが、実際には皆さん、先付けも元付
けも両方やっている会社がほとんどだろう。（図表
4）にあるように、ひと口に賃貸仲介といっても、
種別は大きく３種類に分かれる。元付け物件の仲
介は、①自社の管理物件である場合と、②非管理
物件だけどオーナーとは直でつながっている物
件、に分かれる。そして、③先付け物件の仲介だ。
（図表5）では元付けの定義と種別を表してみた。
A の管理物件は、「月次管理料」はいただいている
だろうし、募集は当然専任であり、特に賃料の「集
金管理」はしていることだろう。「クレーム対応」
等もしなくてはならない。B 〜 D の非管理物件に
はいろいろなパターンがあるが、首都圏等（更新
料のある京都や中国地方の一部を含む）では、月
次管理料は貰えないが更新はやらせてもらってい
て、その際に手数料をいただくというのがある（最
近は「準管理」などともいう）。また、「募集だけ
はさすがに専任だよ」とか、「ほかの業者と一緒に
平等に募集（共同募集）している、オーナーとは
直だけど」というものも一応、元付けの範

はんちゅう

疇だろ
う。「月次管理料はもらえないけど退去リフォーム
時の対応はやらせてもらっている」とか、「一部メ

ンテナンスの委託契約がある」などもある。また、
地方では、「物件まるごとの管理はダメだけど、決
めたら管理」という制度を取っている場合があ
る。「仲介がうまくいったらその入居者がいる部屋
については月次管理料を支払う」というものだ。
これなどは、誰がその物件全体のことを考えるの
か疑問があるやり方だが、意外に広くやられてい
る制度だ。「仲介があくまで大事！」という姿勢が
感じられる。「決めてなんぼ」なのだろう。

仲介の視点で（図表 4）と（図表 5）を見なが
ら、仲介しているのが元付け物件なのか先付け物
件なのか、またその元付けが管理物件なのか非管
理物件なのか、皆さんの会社ではどれくらい意識
はあるだろうか。割合を計算するといいかと思
う。私は、賃貸仲介の中でも「先付け物件を主に
仲介している会社」と、「元付け物件を主に仲介し
ている会社」では意味がまったく違ってくると思
う。前者はあくまで仲介会社（P.8 図表 6）であ
り、後者のなかでも特に「自社の管理物件を自社
で仲介」している場合は、賃貸管理（PM：プロ
パティマネジメント）（P.8 図表 7）の業務の中の
一つをこなしていることになる。現場の仲介専任
担当にとって、お客さんが気に入って仲介した物

図表2　賃貸仲介における中抜き現象 図表3　先付け業者がなくなってしまう理由

図表4　賃貸仲介における物件の種別 図表5　　「元付け（オーナーと直）」の定義と種別

▲ Google の「ストリートビュー」

①インターネットの更なる普及（通信環境の向上、スマホの普及も）
②部屋探しポータルサイト上での情報の充実
③管理会社から先付け業者へ多額のバックフィー支払いに対する疑問
④オーナーから先付け業者へのバックフィー支払いに対する法的懸念
⑤入居者が仲介手数料を支払うことへの疑問
⑥結果、管理会社が積極的に直接リーシングをする時代になる
⑦管理会社なら「仲介手数料０」をアピールできる

①元付け物件①管理物件

②元付け物件①非管理物件

③先付け物件
（他社が元付けの物件）

A 管理物件である 有り
   
B  更新契約の代行はさせてもらっている（首都圏等） 無し
   
C  専任で入居者募集をしている 無し
   
D  他の業者と共同で入居者募集をしている 無し

種　別 月次管理料
取得の有無

非
管
理
物
件
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「仲介ビジネス」より「管理ビジネス」のほうが収益性が高く、安定している

IT の進化により仲介の意義が薄れていくことが
予想される。そして、今後仲介手数料がしっかり
取得できるイメージはない（それなりに部屋探しの
サポートの実態があれば取得できると思うが、フィ
ーはサービスに比例する）。また、そもそも「仲介
ビジネス」より「管理ビジネス」のほうが収益性が
高く、安定しているのだ。近年オーナー側からの
AD（advertising expenses：広告宣伝）費の支払
が増えて、仲介で今は儲かっている会社も多い
が、この制度がいつまでも続くとは思えない。宅建
業法的にもグレーであるし、また、管理会社からす
ると、多額の AD 費 ( 弊社は首都圏で 6,000 戸を管
理しているが、前期の年間の AD 費支払は 5,000 万
円である）を先付け仲介業者に支払い続けるのは
甚だ疑問である。多額の AD 費があるので、昨今、
先付け仲介業者が「仲介手数料 0」で差別化し始め
ているという事実も皮肉なことだが、今後、管理会
社側が AD 費を支払うくらいなら、「自分で決めた
い」「B to C をやりたい」「IT を駆使すればそれは
可能ではないか」と考えるのは自明である。何も路
面店舗を出す必要はないのだ。ネット上にバーチャ

ル店舗を開設すればいい。PC 上の TV 電話で接客
し、案内や内見（下見）は、同行しない「セルフ内
見」でもいいし、案内するとしてももっと労働コス
トの安いパートさん等で対処してもよいではない
か。無人店舗も有りだ。
「優秀な営業担当がきちんと接客して案内をす

るから決まるのだ」と、仲介営業をされている会社
はいうだろう。それは、そうだろう。事実として否
定はしない。しかし、それは、松井証券の 3 代目
社長（松井道夫氏）が就任後、従来の販売方式を
排してインターネット販売に大きく舵を切ったと
き、古参営業マンに総スカンにあったことと重なり
はしないか。松井証券はその数年後の 2001 年、イ
ンターネット取引専業の証券会社として、日本で初
めて東証 1 部の上場を果たしたことは皆さんご存
知のとおりである。「株と不動産はものが違う」と
いう反論が聞こえてくるが、それはネットの本質を
まだ分かっていないと私は思う。また、優秀な営業
担当を配置する求人と教育とマネジメントのコス
トと、ネット上の情報を充実させるコストと、どち
らが安いかということもある。当然後者であろう。

件が先物（先付け物件）なのか、自社物（自社管
理物件）なのか、それほど意識はしないかもしれ
ないが、会社としてはビジネスモデルが 180 度違
うという意味になる。現実には、「先付けも含めて
仲介手数料で現金収入を稼ぎつつ、管理物件も増
やしていこう」としている経営者が圧倒的に多い
かと思うが、はたしてそれでいいのだろうか？ 先
付け仲介で満足していたら、いつまでたっても管
理物件は増えないし、「月次管理料」をいただいて
いるオーナーと、いただいていないオーナーへの
サービスの差が明確になっていないことも多く
（つまり「無償管理」の実態がある）、スタッフ間

に賃貸管理会社としての意識がどれほどあるか甚
だ疑問だ。あくまで店頭に立って目立っている仲
介の営業担当が主役になっていないだろうか？

図表6　仲介会社とは

賃貸借契約

部屋探し依頼募集依頼

オーナー 入居者

仲介会社

図表7　賃貸管理会社とは

オーナーの
収益の最大化を
目指す

経営代行の委託

仲介（リーシング） 入居者探し

賃料の集金・送金
賃料の督促
募集企画立案
リニューアル提案
予算と実績の管理
運営コストの見直し
定期・不定期の各種報告書

退去リフォーム
クレーム対応（ハード・ソフト）
メンテナンス・清掃

現場管理

出納

空室対策

予算管理

レポーティング

オーナー 賃貸管理会社
（PM）
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1961 年生まれ。都内の不動産会社やハウスメーカー勤務を経て、1996 年に賃貸物件の企画・建
築プロデュースおよび経営管理を専門とする（株）アートアベニューを設立、代表取締役社長に就
任。2001 年、全国の不動産オーナーと賃貸ビジネスを推進する企業へのコンサルティングを行うオ
ーナーズエージェント（株）を設立、代表取締役社長に就任。最近の著作に、『賃貸経営マイスタ
ー』（住宅新報社）『200 万円からはじめるマンション投資術』（主婦の友社）などがある。

ＣＰＭ / 米国不動産経営管理士、ＣＣＩＭ / 米国不動産投資アドバイザー、ＣＦＰ/ 上級ファイナンシャル・プランナー 

藤澤雅義（ふじさわ・まさよし）

オーナーに対して具体的な「空室対策提案」を

では最後に、「自社で決められる管理会社」が理
想ではあるが、そうなるためには、とても重要な
ことがある。それは、「決まりやすい良い物件を管
理しているか」、ということである。いくら管理物
件が多くとも、入居者に人気のない物件ばかりで
あれば意味がない。ネット上で選んでもらえるに
は、物件に「真の実力」がなければいけないのだ。
これからは、ネット上ではっきりと物件の優劣が
分かってしまうようになるのだ。よって、オーナ
ーに対して具体的な「空室対策提案」をする必要
がある。その提案を積極的にできる体制が管理会
社にあるかどうかということが問題になってく
る。はたして、現在の管理会社の中で、「空室対策
提案力がある」と自信を持っていえる会社がどれ
だけあるだろうか。管理会社は、とても多岐にわ
たる業務を行っている。忙しい。よって、空室対
策提案にまで手が回らないというのが本音ではな

いか。このあたりの「業務カイゼン」がどうやら
鍵になりそうである。

以前、東京都江戸川区の地主さんと話したと
き、「明治の始め、鉄道が自分の村を通るという話
が出てきたとき、祖先は皆反対したんだよねえ。
それで、北に大きく蛇行したんだよ（JR 総武線、
亀戸から船橋へ東に直線で行かずに小岩方面に大
きく北へ蛇行している。港があり宿場町として栄
えた沿岸部が既得権益を守るため鉄道敷設に反対
したと言われている。ほかにも複数理由はありそ
うだが。その結果、都営新宿線が通るまで 100 年
近く沿岸部は陸の孤島になってしまった）」と感慨
深く言っておられたのを思い出す。「時代の変化」
についていきたいものだ。

自身の努力次第で直接エンド（消費者）に働きかけ集客する

政府の IT 総合戦略本部（本部長＝安倍晋三首
相）の要請を受けて、国土交通省も不動産取引電
子化の検討を開始した。現時点ではまだ未確定で
あり、いろいろな議論もあると思うが、重要事項
説明をインターネットで行うことは時代の流れで
はないか。PC 上の TV 電話を使い、対面でやって
それを録画しておけば、消費者にとってもより安
心だろう。「不動産取引の電子化」が進むと、一般
消費者にもインパクトが大きく、部屋探しの段階
から、よりネット依存が高まることになりそうだ。

現在、ホテル利用客の集客は、①楽天トラベル
等のサイト、②交通機関とのタイアップ、③旅行

代理店からの紹介、④自社営業（法人や学校等
へ）、⑤自身のサイト、などによって行っている。
昔に比べて多様化した。そして、最近ではどこも
④や⑤の自前での集客に力を入れているらしい。
　以前は旅行代理店の集客にほとんど頼っていた
ので、旅行代理店の言いなりで苦しかったとも聞
く。今は、IT のおかげで自身の努力次第で直接エ
ンド（消費者）に働きかけて稼働率を上げること
ができ、よい時代になったといえるのではない
か。今後、賃貸市場においても、同じように集客
が多様化することは間違いないだろう。

図表6　仲介会社とは
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賃料下落の要素　「築年数」の影響が大
東京カンテイ（5/7付）

5月のニュースランキング

ソニーが不動産事業に参入、8月から営業
売買仲介・賃貸管理など（4/24付）

ソニーが不動産事業に参入する。このほど「ソニー不動産」を立ち
上げた。８月から営業を開始する予定。売買仲介、賃貸管理、プロパティマネジ
メント、コンサルティングなどを手掛ける方針だ。

「Yahoo不動産」、
マンション口コミサイトと提携（4/15付）

野村不動産パートナーズ、４月に誕生
ビルマネとリビングサポート合併で（1/31付）

ヤフー（東京都港区）はこのほど、マンションの口コミサイト
「マンションノート」を運営するレンガ（東京都港区）と提携した。ヤフー
が運営する「Yahoo 不動産」とマンションノートの両方に掲載されている
中古マンションの情報の一部が、互いのサイトに表示される。

マンションノートは分譲・賃貸マンションに特化した口コミサイトとし
て、2013 年３月に開設された。口コミの投稿者はマンション居住者が大半 
で、そのほかは元居住者や家主など。現在網羅しているマンション数は 42
万、累計口コミ数は 100 万件超に上る。サイト訪問者数は月間 30 万人。

野村ビルマネジメントは１月 31 日、同日開催した取締役会で、野村リビングサポートとの合併後
の商号を変更することを決議した。

新しい商号は、「野村不動産パートナーズ株式会社」。変更予定日は合併する 2014 年４月１日。
本店所在地は、東京都新宿区西新宿１丁目 26 番２号。代表者は未定。同社では、「これまで以上に、一歩先を

行く高品質な運営サービスを提供し、マンション・ビルなどのお客様に不可欠な存在になるパートナー企業へと
成長していく」としている。

東京カンテイ（東京都品川区）はこのほど、「分
譲マンション賃料の徹底研究・属性研究」と題し

たレポートをまとめた。それによると、「最寄り駅からの所要時間」
よりも「築年数」のほうが、賃料水準に与える影響が大きいことが
分かった。
「築３年」を 100% として築年数による賃料水準の変化を減価率

で見ると、築年が古くなるにつれて減価率が拡大し、最大で 30 ～
40% 程度減価。 一方、「３分以内」を 100% として「最寄り駅か
らの所要時間」による賃料減価率の推移を見ると、最大で 20% 程度の減価にとどまった。

集計対象は、東京 23 区・大阪市・名古屋市における専有面積が 40 ～ 100㎡未満の分譲マンション賃貸物件。
集計期間は 2005 ～ 2014 年３月。

▲都市圏の分譲マンションは、駅近よりも新しいほうが
賃料水準が高くなる

▲ソニー本社

▲マンションノート
（http://www.mansion-note.com/）
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中古住宅瑕疵保険　累計申込みが1万件突破
売主宅建業者タイプ（4/18付）

住宅新報社ホームページにて、４月12日～５月15日までの期間、閲覧回数が
多かったニュースをランキング形式でご紹介します。

既存住宅売買瑕疵保険の宅建業者売買用の累計申込件数が、今年２月に
１万件を超えたことが分かった。国土交通省によると、３月末時点における件数は１万
602 件。

同保険は 2010 年にスタートした任意制度。国交省指定の保険法人５社が販売する。
中古住宅の引渡し後一定期間内に構造部分などで瑕疵が見つかった場合、その補修費用
を規定の上限額まで保証。被保険者である事業者が倒産した場合は、住宅所有者に保険
法人が直接保険金を支払う。売主の宅建業者が加入する宅建業者売買用と、検査事業者などが被保険者となる個
人間売買用の２種類がある。

なお、国交省は中古住宅・リフォームトータルプランにおいて、2020 年度までに「中古住宅流通量に占める
保険加入率 20%」とする目標を掲げている。

７階建て住宅などの魅力を発信 　「ビューノ プラザ」オープン パナホーム（4/16付）

フラット35、金利が再び最低水準に（5/2付）

UR都市機構、高額賃貸をサブリースへ（4/17付）

地盤ネット、対象地の地盤情報など
無料提供（5/2付）

３月・分譲マンション賃料　首都圏全域で上昇
東京カンテイ（4/15付）

地盤調査の解析サービスを提供する地盤
ネットはこのほど、地盤改良の要不要や災害履歴、土砂災害
危険箇所、標高マップなど各種地盤情報マップを一つのシス
テムに集約した「地盤安心マップ」の提供を開始した。無料
で利用できる。

判定したい地点をクリックすると、周辺地域の同社地盤判
定のほか、対象地の標高、地形区分、地質区分が表記される
（ズームにより利用できる機能に 変化あり）。また、災害履
歴や土砂災害危険箇所も具体的に色分けして示されるので、「これから住宅購入を検討する一般消費者、そして不
動産会社など様々な方に利用していただけると思う」と同社では話している。

東京カンテイ（東京都品川区）はこのほど、三大都市圏における３月の分譲マンション賃料（分
譲マンションの月額募集賃料を集計・算出し平米換算で表記）をまとめた。

それによると、首都圏（2,601 円、前月比 1.5% 上昇）は、2011 年４月以来の 2,600 円台突破となり、全
地域が上昇する結果となった。

東京都（3,077 円、同 1.5% 上昇）や埼玉県（1,638 円、同 1.6% 上昇）は築年数の少ない物件が増加した
ため、上昇率が大きくなった。千葉県（1,534 円、同 0.3% 上昇）は 2013 年 11 月以降下落が続いていたが
５か月ぶりに上昇。神奈川県（2,083 円、同 1.1% 上昇）は前月に引き続き上昇した。

▲地盤安心マップ（http://www.jibanmap.jp/map/main.php）
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ツが「犬図鑑・猫図鑑」
で、それぞれの種類の
身体的特徴や性格、日
常の世話の仕方などに
加え、初心者向けか、子
供・高齢者向けかなど
の適性がグラフ化され
ていたり、物件検索サ
イトらしく「集合住宅
向き」で検索できたり
と、見やすさ、使いや

すさも工夫されている。
「あくまで感覚的なものですが、

これまでペット可物件の情報はユ
ーザーにまできちんと届いていな
かった。ペット図鑑をはじめとし
たペット情報をサイト内に盛り込
んでいくことで、住まいを探すユ
ーザーに広く深くリーチし、潜在

「ペット可物件専用サイトと
物件の写真整理アプリを展開」

ウェブサイトの制作を手掛ける「エフ・ディ・エス」が企画運営する、ペット可物件専用
サイト「ペットホームウェブ」が人気だ。業界最大掲載数を誇る賃貸・売買物件情報のみ
ならず、ペットと暮らしの総合サイトとして、ペット好きのユーザーが楽しめるコンテン
ツを多数掲載している。人気サイトのつくり方と、同社が開発した不動産会社向けアプリ
について話を聞いた。

不動産業界の
ウェブサイトを多数手掛ける

東京都中央区銀座に本社を置く
有限会社エフ・ディ・エスは、ウ
ェブサイトの制作を中心にウェブ
アプリケーション制作やシステム
構築などを行う会社だ。不動産情
報サービスで業界大手の「アット
ホーム」のウェブ制作を手掛けて
いることから、不動産関連のサイ
トを数多く制作している。

ペット可物件検索サイトで約
25 万件という業界最大掲載数を
誇る「ペットホームウェブ」も、10
年ほど前にエフ・ディ・エスの提
案を受けてアットホームが運営し
ていたサイトだった。

しかし、ペットに関連するサイ
トが増え、ペット情報のニーズが
多様化していく中で、ペットホー
ムウェブも物件情報だけでなく、
ペット周りのコンテンツを増や
していく必要に迫られる。そこ
で、アットホームのエンジンを借
り、ペットと住まいの総合サイト
としての肉付けを施して、同社が
企画運営を引き継ぐ形で一昨年
の 7 月にリニューアルオープン
を果たした。

コンテンツを強化して
不動産会社とユーザーをつなぐ

現在は、月間ページビュー 100
万 PV 以上を誇る人気サイトに成
長したペットホームウェブ。直近
1 か月（5 月中旬現在）のアクセス
数は 126 万、ユーザー数は 10 万を
超え、昨年同月と比較しても 2 倍
以上の伸びを見せている。

人気の秘密は多彩なペット関連
のコンテンツだ。愛犬家・愛猫家
のお宅訪問「教えて！あなたのペ
ットライフ」、獣医や弁護士、コン
サルタント、ペットトレーナーなど
の専門家に聞く「ペットの Q&A」、
住まい・しつけ・健康・お金にま
つわる「ペットの豆知識」など、そ
の内容は多岐にわたる。

中でも最も人気があるコンテン ▲人気コンテンツ「犬図鑑」

▲「ペットホームウェブ」のトップページ
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「ペット可物件専用サイトと
物件の写真整理アプリを展開」

「玄関、床、水回り…」などあら
かじめ用意されたテンプレートに
沿って撮影するだけだから撮影漏
れがなく、また建物名や全物件の
一部分だけの写真を一気に検索、
ダウンロードすることもできる。
面倒なファイルの受渡しが不要で、
写真入りの報告書も簡単に作成。
５GB までは登録料・利用料とも
に無料で、それ以上に容量などの
アップグレードが必要な場合は有
料で相談に応じている。

このクラウドを利用した写真管
理は、様々なサイトの制作にかか
わるなかで有瀧氏が考え付いたシ
ステムで、今後多岐にわたる分野
への応用・展開も視野に入れてい
るという。

取材先　有限会社エフ・ディ・エス

的なニーズを掘り起こすことが重
要だと考えます」と、同社代表取
締役の有瀧敬之氏は語る。

また、有瀧氏は「不動産会社が
考えるペット可物件と、ユーザー
のそれとの間にはズレがある」と
いう。とにかくペット対応の設備
を詰め込んで空室を埋めたい不動
産会社と、ペットとの楽しい暮ら
しを夢見るユーザー。

エフ・ディ・エスでは、不動産
会社向けにペットホームウェブで
活躍する専門家によるアドバイス
など、ペット可物件へと転換する
ためのサポートも行っている。

有瀧氏によれば、足洗い場やペ
ット用ゴミ捨て場など大きな設備
は案外使われず、あって便利な設
備はせいぜい専有部の玄関先にリ
ードフックをつける程度だという。
では、実際には何が必要なのか。
「それはズバリ“ルールづくり”

です。みんなで生活する上で協力
し合えるルール・態勢があれば、ほ
とんどトラブルは起きません」（有
瀧氏）。つまり、ペット可物件で最
も重要なのは、附帯設備などでは
なくトラブルの起きにくい仕組み
づくりだということだ。

また、不動産会社向けだけでな
く、ユーザー向けにも「ペットシ
ェルジュ」というサービスを行っ
ている。これは、検索サイトでは
探すのが難しい大型犬や 2 頭以上
の犬猫を飼育するユーザーなどに
対する「ペットのコンシェルジ
ュ」の意味で、きめ細かくニーズ
を吸い上げて物件探しをするとい
うもの。成功報酬制度をとってい
るため、相談は何度しても無料と
なっている。

不動産会社に便利な
写真管理アプリも

さらにエフ・ディ・エスでは、不
動産会社向けのアプリケーション
「物件の写真」を昨年 11 月に株式
会社 ASC と共同開発した。これ
は、煩雑になりがちな物件写真の
管理用アプリで、物件名と部屋番
号など最低限の情報を入力するだ
けで、スマホで撮影した写真が自
動的に整理され、瞬時に社内共有
できるシステムだ。

建物ならば「エントランス、植
栽、集合ポスト…」、専有部ならば

有限会社エフ・ディ・エス
有瀧敬之氏

会社概要
●会社名／有限会社エフ・ディ・エス
●所在地／東京都中央区銀座
●設立／ 2001 年 12 月
●代表取締役／有瀧敬之
●従業員数／ 4 人
●事業内容／ホームページ制作、アプリ制作
●ＵＲＬ／ http://www.e-secure.co.jp 

▲「物件の写真」スマホ版の画面

▲「物件の写真」PC 版の画面
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昨年来、アベノミクス政策による心理的効果と消
費税増税前の駆け込み需要に加えて、相続税強化の
アナウンス効果もあり、顧客の住宅・不動産に対す
る購買意欲は一気に高まり、市場全体が大活況を呈
してきたが、この４月前後からは、さすがに減退傾
向が見られるようになってきた。
（図表Ａ）は、消費者の「不動産の購買態度指数」

の推移を示したものであるが、昨秋以降は急激に悪
化している。2007 年夏のサブプライム・ローン問
題に端を発し、翌年のリーマン・ショックの時期ほ
どの状況にはまだ陥っていないものの、これまでと
は様子が変わっていることは確かであろう。

とりわけ、注文住宅やアパートなどの建築受注の
状況を見ると、落ち込みが前年比で２桁となってい
る。ハウスメーカーの住宅展示場や新築分譲マンショ
ンのモデルルーム等への来場者数も、以前に比べて
減少幅が著しく、中には半減という例も出ている。

しかし一方では、４月以降も変わらず堅調、好調
に推移している市場も見られる。一つは不動産投資
の分野で、収益物件を求める人達は相変わらず活発
に動いている。

また、軽井沢などで高額なリゾート物件や別荘用

不動産市況アナリスト　幸田昌則

特
集
2

消費税増税後の
不動産市場と今後の予測

顧客マインドは減退傾向に転じたが、
二極化現象が生まれている

日本リサーチ総合研究所「消費者心理調査」より

４月１日から消費税増税がスタートし、昨年来の「駆け込み」需要はなくなってしまったが、現
段階では住宅・不動産業界には悲壮感・危機感はあまり見られない。
この背景には、不動産事業に対する「金融情勢」に依然として変化がないことが挙げられる。
すなわち、異次元の金融緩和は継続中で、住宅・不動産市場全体を下支えする構図に変化が生
じていないことを指摘できる。
しかし、事業分野ごとに市況を見てみると、消費税増税の影響の強弱はあるものの、変化しつ
つあることは確かであろう。
今号では、消費税増税後、まだ日数は少ないが、市場の現場での状況について報告をし、今
後の不動産市場の予測をしてみたい。
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地の取得を検討する人も少なくない。開業医などの
高額所得者といった富裕層の人達で、消費税とは無
縁であり、欲しいものを求める人である。換言すれ
ば、高額であっても希少性のある高級物件の需要は
衰えていない。

消費税増税後、不動産全体での購買意欲は減退傾
向にあるが、高額所得者や資産家等の動きは変わら
ず、意欲は依然として高い。

結論としては、購買意欲の二極分化が生まれてお
り、この点において、リーマン・ショックの直後と
は明らかに異なっている。
図表A　不動産の購買態度指数の推移
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新築分譲物件では、売行きに変化が出てきている。
昨年までは尻上がりの一本調子で売れてきたが、こ
こにきて、完成在庫の増加が鮮明になってきている。
（図表Ｂ）は、４月末時点で、全国各地で販売さ

れている新築分譲マンションの現場数の中で完成在
庫となっている数とその比率を示したものである
が、この数字を見ると、相当に厳しい状況になって
きている。特に、売れ残っているのは大規模物件や
高額物件が多くなっていて、「虫食い状態」で完売
物件が少なくなっているものと考えられる。

東京都心部の高層マンションにも「虫食い」の物
件は少なくない。しかも、売れ残りの状況が長期化
していて、竣工後、すでに２〜３年が経過したもの
も珍しくなくなっている。

東京 23 区では、半数近くの新築マンションの現
場で完売しておらず、超低金利下で金利負担が少な
いとはいえ、徐々に経営を圧迫しつつあるといえる。

このような厳しい状況になっているのは、販売価
格が高くなりすぎたことが一番の要因だと考えてい
る。また、新築の建売住宅の現場でも、分譲の規模
が２桁の現場では売れ残りが多く、すでに値引き処
分をして資金回収を急いでいる業者も出ているが、
今後の市況を考えると、「正解」だといえる。

新築マンション、建売住宅の
完成在庫が増加している

リクルート「SUUMO」データより

図表B
現在販売中の新築マンション 完成済み物件の割合

（2014 年4 月末日調査）

地　域 販売中の
物件数

完成済みの
物件数

完成済み
物件の割合

首都圏
東京 23 区 469  208  44.3%
東京市部 89  28  31.5%
神奈川県 198  86  43.4%
千葉県 75  35  46.7%
埼玉県 99  45  45.5%
首都圏合計 930  402  43.2%
関西圏
大阪市内 105  34  32.4%
大阪府下（大阪市以外） 59  19  32.2%
神戸市内 51  16  31.4%
兵庫県下（神戸市以外） 40  15  37.5%
京都市内 41  11  26.8%
京都府下（京都市以外） 5  1  20.0%
滋賀県 10  2 20.0%
奈良県 16 8  50.0%
関西圏合計 327  106  32.4%
名古屋圏
名古屋市内 97  40  41.2%
尾張地区 29  18  62.1%
三河地区 21  7  33.3%
名古屋圏合計 147  65  44.2%

三大都市圏合計 1,404  573  40.8%

地方圏
札幌市 33  6  18.2%
仙台市 10  5  50.0%
広島市 44  8  18.2%
福岡市 51  14  27.5%

昨秋まで絶好調だった注文住宅やアパート等の
貸家の受注が減少しているため、それらの着工数
も月を追うごとに減少し始めている。（図表Ｃ）は、
「持ち家」と「貸家」の着工数の推移を示したも
のであるが、昨秋から年末にかけてがピークであ
り、今年に入ってからは急速に落ち込んでおり、
駆け込み需要の影響の大きさが分かる。貸家の着
工数については、この数年間、空き家の増加とと
もに賃料の低下も続いていることから、建築に慎
重な姿勢をとっていた地主も多かったが、相続税
の強化が打ち出されたことから、その対策として
建築を決断した結果であると思われる。同時に、
土地を有効活用して収入を得たいという期待によ
るものも少なからずあった。

いずれにせよ、新規住宅の建設需要の反動減は大
きいものとなったが、今後は建築費の上昇が見込ま

住宅の着工数の減少が続いている
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（万戸）

貸家 持ち家

（月）2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.1 2 3

図表C　住宅着工数の推移（全国）

国土交通省「建築着工統計調査」より

れることから、その回復には時間が必要となること
は必至といえる。
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本来、消費税増税とは関係の薄い中古マンション
なのだが、増税前の取引件数は高水準だった。４月
以降もそれまでと変わらず、底堅い動きが続いてい
る。その要因としては、新築マンションに比べて「割
安」になっていて買いやすいこと、昔のマンション
は立地が良いものが多いこともあり、リフォームを
して住めば快適だという判断が働いていて、人気が
高まっている点などが挙げられる。
（図表Ｄ）で示されているように、月々支払って

いる家賃と比較してみると、中古マンションを買っ
たほうが良いと判断するのは、極めて自然なことだ
といえる。家計のことを考えると、中古マンション
という選択肢は外せない。また、コストの問題に加
えて、１人、２人といった少人数世帯の急増や、高
齢者世帯が増加しているために戸建て住宅よりマン
ションの需要が拡大していることも、中古マンショ
ンの取引を高位で安定させている。

その結果、利便性に優れた中心部の中古マンショ
ンは人気が高く、価格の上昇が目立つようになって
いる。また、マンションは管理の容易さの面で戸建
て住宅よりも優れているために、「高齢者」が戸建
てを売却して買い替えるケースも多くなっている。
日本社会の高齢化による現象ともいえ、今後もこの
基調は続くことになる。マンションの特性と、少人
数世帯や高齢者の増加を考えると、その需要は大都
市部だけでなく、地方の小都市でも需要が高まって
いくことが、容易に予想される。

さて、消費税増税後、中古マンションと並んで需
要に衰えが見られないのが「不動産投資需要」で、
その対象物件はワンルームマンションからアパート
等の賃貸住宅、さらには、大型ビル・倉庫・配送セ
ンターなどの物流施設に至るまで拡大している。優
良な収益物件は品不足の状況で、価格は上昇・利回

ここ最近の日本の不動産流通市場の拡大を支えてい
たのは、毎年、市場に大量の物件供給がなされたこと
によるもので、需要があっても市場に商品が提供され
なければ、取引量が増えないことはいうまでもない。

４月以降も中古マンションの取引が減少してい
ない背景には、需要の強さに加えて、中古マンショ
ンの供給、つまり物件所有者からの売却が続いて
いるからにほかならない。（図表Ｅ）は、首都圏
の各種物件の売却依頼件数の推移を示したものだ
が、昨年に比べて一段とその数が増加している。
そして、増加しているのは直近の数年間だけでな
く、それ以前からも長期にわたって増えているの
だということも理解できる。

周知のとおり、かつての「足りない時代」から「あ
り余る時代」になり、また、人口減少や世帯数の減
少など、社会の構造的な変化に伴い、「利用されてい
ない」「利用する予定のない」土地や住宅等が増加し
ている結果だといえる。また、何度もバブルを経験
した人達の中には、「バブル期は売り時」であるとい
う認識が定着している。いずれにせよ、アベノミク
ス効果と消費税増税のスタートで、市場全体として
は、不動産が市場に放出される環境になっている。

さて、消費税増税後の不動産市場全体を見渡し
た結論としては、３％から５％へと引き上げられ

衰えない中古マンションと
不動産投資の需要は、全国的に拡大

不動産の売却依頼件数が急増

全国 首都圏 近畿圏 東海圏 その他
新築

マンション
住宅面積 71.3 ㎡  68.9 ㎡  72.5 ㎡  79.3 ㎡  78.7 ㎡  

予定返済額 114,100 円  123,800 円  103,800 円  100,400 円  86,200 円  
新築

建売住宅
住宅面積 100.3 ㎡  96.0 ㎡  101.8 ㎡  109.3 ㎡  108.4 ㎡  

予定返済額 99,400 円  105,700 円  100,100 円  92,100 円  81,400 円  
中古

マンション
住宅面積 71.2 ㎡  69.2 ㎡  73.4 ㎡  79.2 ㎡  76.8 ㎡  

予定返済額 80,500 円  88,700 円  66,600 円  56,700 円  62,700 円  
中古

戸建て
住宅面積 113.9 ㎡  106.0 ㎡  110.4 ㎡  124.9 ㎡  122.7 ㎡  

予定返済額 71,700 円  86,900 円  68,400 円  67,300 円  56,800 円  
土地付

注文住宅
住宅面積 114.1 ㎡  106.6 ㎡  112.3 ㎡  117.8 ㎡  117.3 ㎡  

予定返済額 114,000 円  135,000 円  118,900 円  121,500 円  101,200 円  

りは低下、という構図が続いている。
この需要を喚起させているのは、長く続く超低金

利と異次元の金融緩和である。現在の預貯金金利が
極めて低いため、現金は利息を生まない。そのた
め、資金の運用先として不動産が選択されている。
空室や賃料低下のリスクがあってもなお、不動産の
魅力がほかに比べて高いと感じる人が多いからであ
ろう。今後も現在の「金融情勢」に変化がなければ、
当分の間、根強い需要が続くことになる。

図表D　圏域別の住宅面積と月々の予定返済額

2012 年度・フラット35 融資利用者調査より
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現在の日本では、住宅・オフィス・店舗・工場な
ど、すべての不動産が量的には過剰な状態になって
いる。住宅では、空き家が 800 万戸に近づいていて、
近年では毎年 10 万戸以上の空き家が生まれている。
空き地の増加もまた然

しか

りで、都市部にあるオフィス
の空室率も、新しい物件の供給が続く一方で需要の
縮小もあるため、改善されることはない。経済状況
を反映して、企業の休・廃業はまだまだ数多く、オフィ
ス需要は縮小している。

このような状況下にある市場構造を考えると、物
件を新規に供給する事業分野は、今後、縮小してい
くことは避けられない。一方、既存物件については、
所有者の交代、リフォーム・再生などの仕事が拡大
していくことになり、本格的なストック時代を迎える
ことになる。すなわち、現在稼いでいる事業が、将
来も稼ぎ続けられる保証はない、ということである。

日常的に感じていることだとは思うが、日々の取
引で、売主・買主を問わず 60 歳以上の顧客が年ごと
に増加しているはずである。高齢者の絶対数が増加
していることもあるが、彼らは不動産を数多く所有

主要な先進国の中でも、日本がとりわけ急速に格
差社会へと大きく変わりつつあることを、不動産事
業者は強く認識することが肝要だといえる。

確かに、低価格の中古住宅の取引は活発で、根強
い需要があることは認めるが、ビジネスとしての魅
力には少し欠ける。高額所得者や、土地・アパート・
ビルなどのオーナー、企業経営者との取引を増やし
ていかなければ、利益の確保は難しくなる。同時に、
顧客対象ごとに商品やサービスを分けて、それぞれ
の層に合わせた戦略が求められていく。顧客対象を
漫然にしたまま、従来と変わらぬ対応を続けていく
ようであれば、事業はいずれ行き詰まることになる。
事業を取り巻く環境に変化が出たときは、すなわち、
業界の淘

とうた

汰の始まりであるともいえるのである。

中古の流動化と再生事業の拡大

高齢者を対象とした事業が伸びる

「格差社会」への対応を急げ

不動産市況アナリスト。ネットワーク88 代表。バブル崩壊
以前に関西圏から不動産価格の下落を的確に予測し、業界
に波紋を呼ぶ。不動産業の経営、事業・営業戦略のアドバ
イス等で活躍中。近著に『リクルート・江副浩正から学ん
だ 成長の経営哲学』等。福岡県出身。

幸田昌則（こうだ・まさのり）

Profile

た前回とは様子が異なっている。現在の状況は、
「まだら模様」の市況だといえる。ほぼ、すべて
の分野での落ち込みが目立った前回との差異は、
今なお続く異次元の金融緩和という強い下支えに
よって生じている。今回は、事業分野、物件種別、
顧客層、地域特性など、各種要因によって増税によ
る影響に違いが出ている。このことを十分に認識し
て、事業を推進していきたい。

最後に、今後の市場予測をしてみたい。
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図表E
首都圏・
売却依頼
件数の推移

「不動産流通機構」
データより

し、現金も持っているため、不動産取引での露出度
は高まっている。リフォームの分野でも、高額にな
るリフォームの依頼の大半は高齢者であり、相続に
絡んだ取引も同様となっている。

地元の資産を持った高齢者の囲い込み・人脈づく
りと、その深耕を戦略的に行うことによって、安定
した業績の確保ができる。また、このことで大手不
動産業者との競争にも勝つことができる。高齢者を
ターゲットにした分野は、不動産事業だけでなく、
全分野の事業者が関心を持ち始めている。
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平成26年度「民間住宅活用型住宅
セーフティネット整備推進事業」の募集が始まりました

「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と
空き家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災
害等には機動的な公的利用を可能とする環境を構築することを目的としています。空き家のあ
る賃貸住宅のリフォーム費用の一部を国が直接補助するものです。 

平成 26 年も４月 10 日より募集が始まりました。昨年と変更した点がありますので、ご注意
ください。

補助対象となる住宅は、次のすべての要件を満たすことが必要です。
①民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られ

る区域内で、1 戸以上の空き家（応募・交付申請時点で入居者募集から３か月以上人が居住して
いないもの）があること ( 戸建て・共同住宅は問わない )

②改修工事後に賃貸住宅として管理すること
③原則として空き家の床面積が 25㎡以上であること
④台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を有するものであること  …等

空き家部分または共用部分における以下の工事のうち少なくとも一つの工事を含む改修工事を実
施することが必要です。

改修工事を実施した賃貸住宅については、10 年間は次の（1）～（5）等に従い管理することが必
要です（住宅の所有者が賃貸人でない場合は転貸人と確認書を取り交わすことが必要）。

1. 対象住宅の要件

2. 改修工事の要件

3. 改修工事後の賃貸住宅の管理の要件

工事種別 概要

耐震改修工事 現行の耐震基準に適合させる改修工事

バリアフリー改修工事
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」
「エレベーターの設置」のいずれかの工事

省エネルギー改修工事
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」
「太陽熱利用システム設置」「節水型トイレ設置」
「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事
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＜対象空き家の取扱いの変更＞
　応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず３か月以上人が居住していない住戸のみ
を対象空き家として取り扱います。（応募・交付申請時点では人が居住していない期間が３か月未満であ
り、改修工事着工予定時点で当該期間が３か月以上となる住戸については、対象空き家として取り扱わ
ないこととします）
＜入居者募集状況の確認等＞
　応募・交付申請において、宅建業者による入居者募集状況の確認等が必要です。また、完了実績報告
や入居者決定等通知の時点において、住宅確保要配慮者の入居が決定していない場合にあっては、完了
実績報告や入居者決定等通知において、宅建業者による入居者募集状況の確認等が必要です。
＜補助対象工事費の支払を証する書類の提出＞
　完了実績報告において補助対象工事費の支払を証する書類（送金伝票の写し等）の提出が必要です。
＜契約変更時の取扱いの明確化＞
　交付決定後に工事請負契約書を変更する場合（請負金額、工事内容、工事の受注者を変更する場合等）
には、事前に民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室（以下「事務事業者」とい
う。）に対して変更内容に係る報告を行う必要があります。また、交付決定後に工事請負契約書を変更し
た場合には、完了実績報告時において変更後の工事請負契約書の写しを添付するとともに、補助金申請
額等について変更を行う必要があります。

【補助対象費用】補助対象費用は、下記（1）および（2）の工事に要する費用とします。 

【補助額】改修工事費用の 3 分の 1（空き家戸数× 100 万円を限度とします） 

詳しい内容については、平成26年度「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業ウェブサイト」
の手続マニュアル（http://www.minkan-safety-net.jp/doc/001.pdf）をご覧ください。

※年間の所得金額から扶養親族控除などを控除した額を12 で割った額

一般の住宅取得に係る給付措置

5. 平成 25 年度募集との主な変更点

4. 補助対象費用、補助額について

(1)
改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者（下記の①～⑤に該当する者）とすること

（募集を開始してから３か月以上の間入居者を確保できない場合は、そのほかの者を入居させ
ることも可能です。）

(2) 住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと

(3) 地方公共団体または居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入
居させるよう努めること

(4) 災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること

(5) リフォーム後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと…等
（例：東京都 111,000 円、大阪府 106,000 円、愛知県 94,000 円） 

(1) 空き家部分において実施する改修工事（バリアフリー改修工事または省エネルギー改修工事
に限ります）

(2) 共用部分において実施する改修工事

住宅確保要配慮者
①高齢者世帯　②障がい者等世帯　③子育て世帯　④所得が 214,000 円を超えない者※

⑤災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯
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５月 1日より「国家戦略特区特別区域を定める政令」が公布・施行されました。
今後は、指定６区域の特区ごとに立ち上げる区域会議の構成員となる民間事業者の
公募・選定が５月中にも行われます。その後、区域会議を開催し、区域計画の作成に
向けた議論を行い、早いものは夏にも区域計画を作成していく予定となっています。

国家戦略特区　区域方針が公布

＜目標＞ 
2020 年開催の東京オリンピック・パラリンピックも視

野に、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備するこ
とにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的
ビジネス拠点を形成するとともに、創薬分野等における
起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業
を創出する。
＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項

■ 都市再生・まちづくり
・国際的ビジネス拠点の形成に資する建築物の整備
【容積率】

・まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント】
・外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供
【旅館業法】

■ 雇用・労働
・グローバル企業等に対する雇用条件の整備
【雇用条件】

・多様な外国人受入れのための在留資格の見直し
■ 医療

・外国人向け医療の提供【外国医師】
・健康・未病産業や最先端医療関連産業の創出
【病床、外国医師、保険外併用】

・国際的医療人材等の養成
【医学部検討、病床、外国医師、有期雇用】

■ 歴史的建築物の活用
・ MICE に伴うアフターコンベンションの充実
【古民家等】

■ その他
・法人設立手続の簡素化・迅速化（書類の英語対応

や一元的窓口の設置等） 

＜目標＞ 
健康・医療分野における国際的イノベーション拠点の形

成を通じ、再生医療を始めとする先端的な医薬品・医療機
器等の研究開発・事業化を推進するとともに、チャレンジ
ングな人材の集まるビジネス環境を整えた国際都市を形
成する。
＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項

■ 医療
・再生医療等高度な先端医療の提供
【病床、外国医師、保険外併用】

・革新的医薬品、医療機器等の開発
【病床、外国医師、保険外併用、有期雇用】

■ 雇用
・ベンチャー企業やグローバル企業等に対する雇用

条件の整備【雇用条件】
■ 都市再生・まちづくり

・国際ビジネス拠点の形成に資する建築物の整備
【容積率】

・まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント】
・外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供
【旅館業法】

■ 教育
・国際ビジネスを支える人材の育成【公設民営学校】

■ 歴史的建築物の活用
・古民家等の活用による都市の魅力向上、観光振興
【古民家等】 

国家戦略特別区域および区域方針 平成26年５月１日　内閣総理大臣決定

１．東京圏（東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区、神奈川県、千葉県成田市）

２. 関西圏（大阪府、兵庫県および京都府）
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＜目標＞ 
地域の高品質な農産物および高い生産力をいかし革新

的な農業を実践するとともに、食品関連産業も含めた産
学官の連携を通じ、農業の生産性向上および農産物・食
品の高付加価値化を実現し、農業の国際競争力強化のた
めの拠点を形成する。あわせて、農業分野の創業、雇用
拡大を支援する。

＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項
■ 農業

・農地の集約・集積、耕作放棄地の解消【農業委員会】
・農業者の経営基盤の強化【農業生産法人、信用保証】
・６次産業化の推進
【農業生産法人、信用保証、農家レストラン】

・食品の高付加価値化（食品機能性表示制度等の活用）
■ 雇用

・農業ベンチャーの創業支援【雇用条件】

＜目標＞ 
高齢化の進展、耕作放棄地の増大等の課題を抱える中

山間地域において、高齢者を積極的に活用するとともに
民間事業者との連携による農業の構造改革を進めること
により、耕作放棄地の再生、農産物・食品の高付加価値
化等の革新的農業を実践し、輸出も可能となる新たな農
業のモデルを構築する。

＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項
■ 農業

・耕作放棄地等の再生【農業委員会、農業生産法人】
・農産物・食品の高付加価値化の推進
【農業生産法人、信用保証、農家レストラン】

■ 歴史的建築物の活用
・交流者滞在型施設の整備【古民家等】

＜目標＞ 
雇用条件の明確化などの雇用改革等を通じ国内外から

人と企業を呼び込み、起業や新規事業の創出等を促進す
ることにより、社会経済情勢の変化に対応した産業の新
陳代謝を促し、産業の国際競争力の強化を図るととも
に、更なる雇用の拡大を図る。
＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項

■ 雇用・労働
・創業後５年以内のベンチャー企業等に対する雇用

条件の整備【雇用条件】
・多様な外国人受入れのための在留資格の見直し

■ 医療
・外国人向け医療の提供【病床、外国医師】

■ 都市再生・まちづくり、歴史的建築物の活用
・まちなかの賑わいの創出
【エリアマネジメント、古民家等】

＜目標＞ 
世界水準の観光リゾート地を整備し、ダイビング、空

手等の地域の強みをいかした観光ビジネスを振興すると
ともに、沖縄科学技術大学院大学を中心とした国際的な
イノベーション拠点の形成を図ることにより、新たなビ
ジネスモデルを創出し、外国人観光客等の飛躍的な増大
を図る。

＜事業に関する基本的事項＞　実施見込み事項
■ 観光

・外国人観光客の入国の容易化（ビザ要件の緩和）
・入管手続の迅速化（民間委託等）
・外国人ダイバーの受入れ（潜水士試験の外国語対応）

■ 労働
・海外からの高度人材の受入れ（ビザ要件の緩和）

4．兵庫県養父市

5．福岡県福岡市

６．沖縄県

旅館業法の特例で空室対策のメニューに宿泊施設
不動産業界にとって、今回の国家戦略特区の目玉の一つが「旅館業法の特例」だ。この特例により、賃貸マンションの

空室などを短期滞在型の宿泊施設として利用できるようになる。「空室対策」のメニューに、宿泊施設が加わった格好だ。
旅館業法上、宿泊施設として利用するためには、フロントの設置や衛生上の検査が必要になる。今回の特区法では原則

として 7 ～ 10 日以上宿泊することを前提に、旅館業法の適用を受けることなく住宅を宿泊施設として利用できる特例を定
めた。施設利用者については、外国人だけでなく日本人も想定される。
「25m2 以上」の広さの要件は設けられているが、各自治体に一定の裁量は認められる。東京都では、宿泊期間を「4 日

以上」に短縮すること、また、シェアハウス形式の住宅も認めるよう要望している。今後、具体的なエリアなどが決定さ
れるが、不動産業界では、空室対策として幅広く活用されそうだ。（「住宅新報」４月 15 日号より一部抜粋）

3. 新潟県新潟市

212014.6



１．特定居住用宅地等に係る 
小規模宅地特例の概要
相続開始直前において被相続人の居住用

の宅地等が次の（１）または（２）の要件を満たす場合、
「特定居住用宅地等」に係る小規模宅地特例の適用があ
り、相続税の課税価格の計算上、その宅地等のうち 240
㎡（平成 27 年以降の相続または遺贈により取得した宅
地等は 330㎡）までの評価額の 80％相当額が減額されま
す（租税特別措置法（以下措法）第 69 条の４第１項、第
３項第２号イ）。
（１）被相続人の配偶者が取得した宅地等
（２）その宅地等を取得した被相続人の親族が、原則と

して相続開始直前にその宅地等の上に存する被相
続人の居住用家屋に同居していた者であって、相
続税の申告期限（相続開始後 10 か月経過日）まで
引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居
住していること。

２．区分所有の登記がされている二世帯住宅
の敷地に係る小規模宅地特例の取扱い

（１）被相続人の居住用の宅地等の範囲
前述１．に規定する「被相続人の居住用の宅地等」と

は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等をいいま
す。被相続人とその親族が一棟の建物のなかで居住して
いた場合には、その親族が居住の用に供していた部分の
敷地に対応する部分も、被相続人の居住の用に供されて
いた宅地等に含まれます。

ただし、一棟の建物が「『建物の区分所有等に関する
法律』第 1 条の規定に該当する建物」に該当する場合は、
建物の敷地のうち、被相続人が居住の用に供していた部
分に対応する部分のみが、被相続人の居住用の宅地等と
されます（租税特別措置法施行令（措令）第 40 条の２
第４項、措法通達 69 の４-７（注））。
（２）被相続人の親族の同居要件

前述１.（２）に規定する「被相続人の居住用家屋に
同居していた者」という要件（以下「同居要件」といい
ます。）に該当する者とは、被相続人の親族のうち、相
続開始直前において被相続人の居住用家屋で被相続人
と共に起居していた人をいいます。具体的には被相続人

の親族のうち、「相続開始の直前において、その宅地等
の上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物
のうち、『一定の部分』に居住していた者であって、相
続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有
し、かつ、その建物に居住している」ものが該当します
（措法第 69 条の４第３項第２号イ）。

この場合の『一定の部分』とは、次の①または②に掲
げる区分に応じ、それぞれに定める部分となります（措
令第 40 条の２第 10 項）。
①被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、
『建物の区分所有等に関する法律』第１条の規定に該
当する建物である場合には、当該被相続人の居住の用
に供されていた部分が該当します。

②①以外の場合は、被相続人または当該被相続人の親族
の居住の用に供されていた部分が該当します。

（３）『建物の区分所有等に関する法律』第 1条の規定に
該当する建物の定義

前述２.（２）と（３）における「『建物の区分所有等
に関する法律』第１条の規定に該当する建物」とは、建
物の独立した部分ごとに所有権の目的とすることがで
きる建物を指します。ただし、構造上区分所有しうる建
物が当然に区分所有建物に該当するわけではなく、区分
所有の意思を表示する必要があると解されていること
から、通常は区分所有建物である旨の登記がされている
建物となります（措法通達 69 の４-７の３）。
（４）事例による区分所有の登記がされた二世帯住宅の

敷地に係る相続税の小規模宅地特例の適用の可否
被相続人が所有する宅地の上に被相続人と別生計の

長男が一棟の建物を所有し、１階は被相続人のみが居住
し、２階は被相続人の長男夫婦が居住していた場合にお
いて、長男がその宅地を相続したとします。この場合に、
その一棟の建物について被相続人が１階、長男が２階の
専有部分につき区分所有権を登記しているときは、前述
２．（１）より、長男が相続した宅地等のうち、被相続
人が居住の用に供していた１階に対応する部分のみが、
被相続人の居住用の宅地等とされます。長男は、その建
物の１階に居住していなかったことから前述２．（２）
の同居要件を満たすことができず、前述１．の特定居住
用宅地等に係る小規模宅地特例の適用を受けることは
できません。

被相続人の居住用家屋が被相続人と別生計の子により区分所有の登記がされた二世
帯住宅である場合の相続税の小規模宅地特例の取扱いについて教えてください。

区分所有の登記がされた
二世帯住宅の敷地に係る
相続税の小規模宅地特例

税理士法人 タクトコンサルティング
情報企画室長

税理士 山
や ま ざ き

崎 信
の ぶ よ し

義 先生
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1. 借家権の譲渡の法律関係
　賃借権は、使用貸借契約に基づく使用収益

に関する権利とは異なり、賃貸人の承諾を得れば、適法
に譲渡することができるものとされています（民法第６
１２条第１項）。賃貸人の承諾を得た適法な賃借権の譲
渡がなされた場合には、賃貸建物に対する使用収益に関
する賃貸借契約関係は一体として、従前の賃貸借契約と
同一の内容で賃借権の譲受人に移転することになりま
す。この点では、賃貸建物を第三者に譲渡した際に、賃
貸人の地位も建物の譲受人に移転し、賃貸建物に対する
使用収益に関する賃貸借契約関係は一体として、従前の
賃貸借契約と同一の内容で建物の譲受人に移転すると
いう点で類似しています。

２. 借家権の譲渡と賃貸人の地位の移転との
相違点

賃貸人の地位の移転と、借家権の譲渡の場合の法律関
係は類似する面はあるのですが、大きく異なる点もあり
ます。それは、借家権が譲渡された場合に、賃借人が賃
貸人に対して預託していた敷金返還請求権までもが譲
受人に移転するのかという点です。

（1）賃貸人の地位の移転の場合
賃貸建物の所有権が第三者に譲渡された場合には、賃

貸人の地位が建物譲受人である第三者に承継されるこ
とになりますが、敷金は賃貸借契約上の借家人の債務を
担保するために授受されたものですので、賃貸人が変わ
ったとしても、賃貸借契約が建物譲受人に移転する以
上、敷金返還債務もこれに随伴して法律上当然に建物譲
受人に移転します。

法律上当然にという意味は、当事者の合意の有無にか
かわらず移転するという意味です。たとえ、賃貸建物の
譲渡契約の当事者間で、敷金について移転するか否かの
合意がなかったとしても、当然に敷金返還債務は建物譲
受人に承継されるということです。

（2）借家権の譲渡の場合
それでは、借家権を譲渡した場合も、使用収益権を中

心とする賃貸借契約関係が同一性をもって借家権の譲
受人に移転するのであれば、賃貸人に対する敷金返還請
求権も、旧借家人から借家権の譲受人に当然に移転する
と考えてよいのでしょうか。

この点が、賃貸人の地位の移転の場合と、借家権の譲
渡の場合が異なる点であり、借家権の譲渡の場合には、
敷金返還請求権は当然には譲受人に移転しないのです。
この違いをわきまえておくことが必要です。

3. 借家権の譲渡と敷金返還請求権の承継の有無
借家権の譲渡がなされた場合に、旧借家人が賃貸人に

預託していた敷金返還請求権が、借家権の譲受人に承継
されるか否かについては議論がありました。

最高裁判所は、「賃借権が旧賃借人から新賃借人に移
転され、賃貸人がこれを承諾したことにより、旧賃借人
が賃貸借関係から離脱した場合においては、敷金交付者
が賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務不履行
の担保とすることを約し、または新賃借人に対して敷金
返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、敷金
に関する敷金交付者の権利義務関係は新賃借人に承継
されるものではない。」（最判昭和 53 年 12 月 22 日 ) と
の判断を示しています。

要するに、敷金返還請求権が、借家権の譲受人に移転
するか否かは、当該敷金を交付して敷金返還請求権を有
している旧借家人の意思に委ねられる問題であると考
え、二つの場合以外は、敷金返還請求権は借家権の譲受
人には承継されないというのです。

その二つの場合とは、一つは、敷金交付者である旧借
家人が賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務不
履行の担保とすることを約束している場合、つまり賃貸
借契約書において、借家権を譲渡した場合は、敷金は借
家権の譲受人の賃貸借契約上の債務不履行の担保とす
ると合意している場合です。

もう一つは、旧借家人から借家権の譲受人に対し、借
家権の譲渡契約の外に敷金返還請求権という債権譲渡
の合意がある場合です。

このいずれかを満たしていない場合は、賃貸人が借家
権の譲渡を承諾すると、旧借家人から預託した敷金を返
還せよとの請求を受ける場合があり得ますので、注意が
必要です。このような場合に、旧借家人から敷金の返還
請求を受けないようにするためには、賃貸人は、借家権
の譲渡に承諾を与える際に、敷金は借家権の譲受人の債
務不履行も担保することを承諾の条件としておくこと
が必要になります。

借家権の譲渡と敷金の返還

当社所有のビルをＡ社に賃貸していましたが、Ａ社から借家権を関連会社のＢ社に
譲渡したいと相談され承諾しました。その後、Ａ社から当社に預託した敷金を返還して
ほしいと請求がありましたが、応じる必要があるのでしょうか。
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全29室の賃貸用マンションの売買仲介を依頼されましたが、このマンションの一部屋で、
約半年前に、自殺によって居住者が死亡する事故があったことが判明しました。物件の売
買価格としては、どの程度の減額（減価）を見込めばよいのでしょうか。

自殺による
マンション価格の減価

1. 回答
全 29 室の賃貸用マンションであることを前

提にすれば、減額（減価）の目安は、自殺のあった部屋
について 50％程度、階下の部屋について 10％程度と考
えられます。

2.  瑕疵であること
建物は人が継続的に生活する場です。したがって、嫌

悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥は、建物の売
買契約における目的物の瑕疵です。室内で自殺があった
ことは心理的欠陥となり、建物の価値は減少する（減価
が生ずる）ことになります。このことを知らずに建物を
購入すれば損害賠償の問題が生じますし、心理的欠陥の
ために売買の目的を達成することができなければ、買主
は契約を解除することができることになります（横浜地
裁平成元年９月７日判決）。自殺による建物の減価につ
いて、最近新たな裁判例（東京地裁平成 25 年７月３日
判決）が公表されたので、以下に紹介します。

3. 裁判例
（１）事案の概要

売買対象は全 29 室の賃貸用マンションです。平成 22
年10月15日に代金３億9,000万円で売買契約が締結され
ましたが、売買契約の約半年前の同年４月 23 日に、マン
ションの 308 号室で居住者が自殺していました。売買契
約にあたって、自殺があったことの説明はなされず、買
主は自殺があったことを知らずに、マンションを購入して
いました。買主が、売主と仲介会社の両方を相手方とし
て、損害賠償請求の訴えを提起したところ、判決では、売
主と仲介会社のいずれについても、売買契約の締結ある
いは代金決済までに自殺の存在を知らず、かつ、知らな
かったことが調査義務の懈

け た い

怠によるものでもないとして、
調査説明義務違反を理由とする損害賠償請求を否定しつ
つ、売主については瑕疵担保責任による損害賠償義務を
負うとして、損害額について、次のとおり判断しました
（仲介会社に対する請求は否定されている）。

（２）裁判所の判断（減価の範囲と損害額）
まず建物全体と土地の価値に関しては、『本件自殺の

発生した 308 号室は 208 号室が直下に存在するものの、
他の居室とは近接していない構造にあること等の事実
によれば、本件自殺による本件不動産の価値の減損が、

本件土地に及ぶとは解されず、本件建物自体について
も、その全体に及ぶとまでは解されない』として、損害
を否定しました。

次に、減価となる部屋の範囲につき、『本件不動産は、
収益物件として取得されていることからすると、収益性
の観点からの自殺減価の検討も必要である。この場合
も、本件自殺が居室内で行われたものであり、これに関
する報道や近隣における噂の広まりを認めるに足りな
いこと、本件不動産を売却するまで 308 号室の新規入居
者が募集されていたが、売主らが本件自殺を認識するよ
うな事情はなかったこと、買主代表者は、本件売買契約
締結後、本件自殺について問い合わせがあったとする
が、明確に記憶に残っているのは不動産業者から１件、
それ以外から２件に留まることからすると、本件自殺に
よる賃料の減額を要するのは、308 号室および 208 号室
に留まるというべきである』として、自殺のあった部屋
とその直下の２部屋であるとしました。

その上で、この２部屋の減価に関して、『本件売買契
約は本件自殺が発見された約６か月後に行われている
ことからすると、308 号室の本件自殺による減価率は 50
％であるとするのが相当である。また、208 号室が 308
号室の直下に存在することからすると、同居室について
も、10％の減価を認めるのが相当である』と判断してい
ます。

（３）裁判所の判断（賃料減額期間）
またこの判決では、自殺のあとの賃料減額期間につい

て、『買主が平成 22 年 11 月に 308 号室の賃借人の募集
を停止したように、自殺が発見された時点から１年間程
度は、新規賃借人の募集が停止され、その間の賃料収入
は 100％喪失されるのが通常と解される。また、２年目
以降においても、自殺の存在が告知事項となることから
新規賃貸借契約の締結のためには賃料を減額せざるを
得ず、その減額割合は 50％と想定するのが相当である。
なお、自殺が告知事項となるのは、自殺が発生した次の
新規入居者に対してであり、当該入居者の次の入居者に
対しては告知義務はなくなるものと考えられること、居
住用物件の賃貸借契約の期間は２年あるいは３年とさ
れることが多いが、賃借人が契約の更新を希望すれば契
約は更新され、その際、減額していた賃料を増額するこ
とは容易ではないと推認されることからすると、上記減
額割合による賃貸借契約は６年から８年程度継続する
ものと推認される』としています。
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平成26年4月

北海道 札幌市 （株）エストホーム
札幌市 （株）ノースヒルズ不動産
函館市 （株）ひのき

青森県 上北郡 関不動産
青森市 パワーホーム青森（株）

岩手県 盛岡市 （株）ＩＲＥＣ
宮城県 仙台市 （有）創建コーポレーション
福島県 いわき市 （株）スペースドゥ

郡山市 （株）なごみ
茨城県 守谷市 あおいそら

那珂市 （株）サンゼン
土浦市 新日本オフィス（株）
水戸市 ハウスプランニング
笠間市 ポーターハウス

群馬県 みどり市 （株）出雲産業
埼玉県 所沢市 オフィス公道

川越市 （株）キリーク
越谷市 スマートライフ・エステート（同）

千葉県 船橋市 （株）ハウス・ツーリスト
市川市 （株）ホクユウ

東京都 中央区 （株）アートフルライフ
新宿区 アイシン企画（株）
中央区 （株）アイブイシー
中央区 あおぞら開発（株）
中央区 Ｅａｓｔ Ｓｉｄｅ（株）
新宿区 （株）エール・アセット
練馬区 （株）江古田不動産
江戸川区 （株）ＳＡＣ
中央区 ＳＴＶ（株）
新宿区 （株）ＭＹＢ
新宿区 （株）ガーデンハウス
港区 （株）角井不動産
渋谷区 （株）グッドランド
練馬区 （株）くぼたや商事
世田谷区 （有）ケーケーインテリジェンス
中央区 サンデイ（株）
品川区 サンリツ
新宿区 シーアールワークス（株）
目黒区 （株）シー・ピー・エージェント
豊島区 （株）シマカワ住販ｎｅｔ
千代田区 Ｊｏｙｆｕｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（株）
昭島市 ＳＨＩＮＷＡコーポレーション（株）
杉並区 杉並きらめき不動産（株）
新宿区 （株）セルーザ
葛飾区 （株）ＺＥＲＯ
台東区 大昇建設（株）
渋谷区 （株）つきあかり
港区 （株）ＴＳ
港区 （株）東京ＡＭ
渋谷区 （株）東京住販
羽村市 （株）トライホーム
武蔵野市 日本中央不動産レジデンシャル（株）
杉並区 野口店舗開発（株）
千代田区 （株）ハイタイム
千代田区 （株）ピコテック
台東区 （有）ビジネスセンター
立川市 富士東京不動産（株）
江戸川区 （株）Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｐｌａｎｎｉｎｇ
目黒区 ポジティブリアルエステート（株）
中央区 ホテルバリュー・アドバイザーズ（同）
千代田区 （株）マックスプロパティ
中央区 （株）ヤマダ・プロバイド
千代田区 （株）ゆい
港区 （株）リッチスタイルエージェント
渋谷区 （株）リブ・トラスト
新宿区 （株）レガミハウス
新宿区 （株）レクシー
港区 （株）Ｌｏｔｕｓ Ｌｉｎｋ

神奈川県 鎌倉市 （株）アド不動産
横浜市 アメニタ建設（株）
横浜市 （株）システムデザインパートナーズ
横浜市 創和産業（株）
横浜市 （株）ハウステクノ
横浜市 モデルハウス（株）
横浜市 （株）リバティ
横浜市 （株）ワンストップ

新潟県 新潟市 飯島不動産
長岡市 （株）長谷川陶器
新潟市 （有）山昭物産

石川県 金沢市 吉田道路（株）
福井県 福井市 （有）エミネンス
長野県 北佐久郡 （株）建築空間軽井沢
静岡県 静岡市 （株）トモクン
三重県 鈴鹿市 ＩＭエステート

津市 （株）Ｇｏｏｄリスナー
伊勢市 スマート開発（株）

滋賀県 草津市 （株）シティホーム
守山市 （株）ＮＥＸＴ
大津市 （株）山庄

京都府 京都市 （株）新住舎
京都市 （株）二城開発
宇治市 （株）ハウスマーケット
京都市 （株）ライズ不動産販売

大阪府 堺市 （株）アトラクト不動産販売
大阪市 （株）ｅ－Ｌｉｆｅ．ｐｒｏｊｅｃｔ
松原市 （株）いこい住宅
堺市 （株）エス・ジー・プロジェクト
大阪市 （株）エム・ケイ・オー
大阪市 （株）ＫＡＩＳＥＩ
大阪市 （株）カネコ
寝屋川市 （株）ＫＧコンストラクション
堺市 （株）Ｋ－ＦＩＲＳＴ
大阪市 （株）正和興産
大阪市 （株）日本トラストハウジング
大阪市 フォローウィンド
大阪市 （株）ミルズ・コーポレーション
大阪市 （株）メインランドジャパン
大阪市 ＵＮＩＯＮエンタープライズ（株）
大阪市 （有）ランドワン
大阪市 リーズンライフ（株）

兵庫県 神戸市 Ｇｒａｎｄ Ｌｉｆｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ （株）
加古郡 （株）コーナン
神戸市 （株）スマートホーム
明石市 （株）西明石管理
神戸市 （株）Ｈｏｕｓｅ Ｄｅｓｉｇｎ
神戸市 （株）ふぁみりー地所

島根県 松江市 （有）オーエスエー
岡山県 真庭市 （株）金平エステート
広島県 広島市 （株）日東プランニング

廿日市 （有）プリモ
尾道市 （有）真鍋建設

福岡県 福岡市 （株）エスアールエス宅継
福岡市 （株）ＳＡ
福岡市 （株）クッション
福岡市 （有）光和建設
福岡市 （株）ティープラス
福岡市 （一社）日本優良建築協会
福岡市 （株）不動産ファクトリー
福津市 （有）明徳工業

熊本県 熊本市 （株）リ・アース
大分県 佐伯市 英光不動産

大分市 海誠電気設備
大分市 ブリスホーム（株）

鹿児島県 鹿児島市 （株）郷土開発
沖縄県 島尻郡 （株）エルミック

うるま市 スウィート・エム（株）
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平成26年春の叙勲を受章

平成26年春の褒章を受章

　平成 26 年５月 15 日（木）、東京プリンスホテル鳳凰の間にて、平成 26 年春の叙勲伝達式
が行われました。
　小田原義征（公社）全日本不動産協会常務理事（宮崎県本部長）が多年にわたる不動産業振興
の功労により旭日双光章を受章、小山芳樹（公社）全日本不動産協会 元常務理事が多年にわた

る住宅建設振興の功労により旭日小綬章を
受章されました。

平成 26 年５月 12 日（月）、国土交通省 10 階共用大会議室にて、平成 26 年春の褒章伝達式
が行われました。
　東辻広行（公社）全日本不動産協会常務理事（三重県本部長）と、金山留雄 （公社）不動産保
証協会理事が多年にわたる宅地建物取引業への業務精励により黄綬褒章を受章されました。

小田原義征（公社）全日本不動産協会常務理事
（宮崎県本部長）

写真左より、東辻広行（公社）全日本不動産協会常務理事（三重県本部長）、金山
留雄 （公社）不動産保証協会理事

小山芳樹  （公社）全日本不動産協会 元常務理事 東京プリンスホテル鳳凰の間

国土交通省 10 階共用大会議室
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「2014不動産グローバルサミット」参加報告

　会議では、林理事長より、フォーラム「アジア太平洋投資機会」
において、「新東京不動産マーケット情報」と題して、2020 年
東京オリンピック開催が決定し、大きく発展していく東京不動産
市場の魅力について講演し、好評を博した。
　今回の訪問では、林直清理事長から中華民國不動産仲介經紀商
業同業公會全國聯合會李同栄理事長へ、本年 10 月に行われる第
50 回全国不動産会議愛媛県大会及び愛媛県本部創立 50 周年記
念式典への招待と、大阪府本部と高雄市不動產仲介經紀商業同業
公會との間の姉妹提携を提案し、快諾された。そのほか、昨年、世
界不動産連盟日本支部会長として参加した世界不動産連盟
2013 年次総会台中大会のお礼に、世界不動産連盟台湾支部会長
でもある中華民国不動産協進會黄南淵理事長を表敬訪問し、日本
人参加者を暖かく歓迎していただいたお礼が述べられた。

中華民國不動産仲介經紀商業同業公會全國聯合會とは、平成６
年の日韓不動産会議富山県大会より交流をはじめ、当協会 45
周年、50 周年記念式典に参加いただくとともに、全日からも
2008 全球不動産經紀高峰會参加や聯合會を度々訪問すると
ともに、東日本大震災に際しては、中華民國不動産仲介經紀商
業同業公會全國聯合會並びに台北市不動産仲介經紀商業同業
公會から多大の義援金が寄せられるなど緊密な交流が行われ
ています。

　平成 26 年４月 28 日（月）から５
月１日（木）にかけて、台北市台北国
際会議場において 2014 年不動産グ
ローバルサミットが開催された。会議
には、アジア・太平洋諸国を中心に、
世界 15 か国より 1，200 人以上、全
日本不動産協会からは林直清理事長
をはじめとして 20 名が参加し、盛大
に行われた。

歓迎晩餐会の一幕

( 左から) 黄世孟氏、全日林直清理事長、黄南淵理事長、林長勲氏
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『不動産開業支援セミナー』開催！
高知県本部

松岡勇一
高知県本部長

沢田光泰
福岡県本部長

南村忠敬兵庫県本部長のウ
イットに富んだ説明のお陰
で、とても雰囲気のいい有
意義なセミナーとなりまし
た。

介護施設の方々との花や音楽
を通じた交流により、私たちの
気持ちまでほっこりいたしまし
た。

「うさぎ倶楽部～おしかけ訪問～
ハッピーボランティア2014」ご報告

福岡県本部

　高知県本部では、去る平成 26 年３月５日
（水）に「高知市文化プラザかるぽーと」にお
いて、宅建業の開業を志す一般の方を対象に、

「いざ独立！コレを聴けば踏み出せる！開業の
ノウハウ無料伝授」と題する、不動産開業支援
セミナーを開催いたしました。
　当日は天候がよくなかったにもかかわらず、
予想を大きく上回る 16 名にご参加いただき、
大盛況のセミナーとなりました。
　講師には近畿流通センターより、南村忠敬氏

（兵庫県本部長）にお越しいただきました。南
村本部長のウィットに富んだ説明のお陰で、参
加者の皆様も当協会にとても良い印象を抱い
てくださったようです。なお、質疑応答の場面
では、具体的な開業手順を中心に多くの質問が
寄せられ、出席役員全員で個別相談に応じる大

変有意義なセミナーでした。
　ご参加いただいた方々の中から、１名でも多
くの仲間が増えることを願い、このセミナーを
終えました。
　今後も高知県本部では開業を考えておられ
る皆様に興味・関心を持っていただけるような
セミナーを企画してまいります。

　毎年恒例となりつつあります「介護施設訪問
ボランティア」。今年は、福岡県本部青年会・
うさぎ倶楽部主催で、福岡市南区にある「ウェ
ルビス悠愛」を訪問いたしました。
　「福岡県本部青年会・うさぎ倶楽部」は、勉
強会や交流会をとおして個々の資質向上に努
め、コンプライアンス精神を学び、ひいては業

界の社会的地位の向上に寄与することを目的
に活動しております。
　今回の介護施設訪問ボランティアでは、恒例
のフラワーアレンジメントに加え、俳句大会、
コンダクターの木村厚太郎氏が率いる K-style
の方々によるクラシック mini コンサートを行
いました。

今年も参加いただいた皆さん
の表情が次第に和らぎ、ニッ
コリほっこり。素敵なふれあ
いボランティアになりました。
　「福岡県本部青年会・うさぎ
倶楽部」では、今後もこのよ
うな活動を通じて社会貢献を
行っていきます。
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4月 会の活動・各種会議の要旨
全日・保証合同

広報委員会
日時　４月9日（水）14：30～
内容　１．４月号の結果報告に関

する件
２．５月号の進捗状況に関
する件
３．６月号の編集計画
（案）に関する件
４．サイトレック社業務委
託基本契約書に関す
る件

５．ホームページに関す
る件

６．その他の件
	教育研修委員会
日時　４月23日（水）15：00～
内容　１．第50回全国不動産会

議愛媛県大会に関す
る件

２．第51回全国不動産会
議沖縄県大会テーマ・
講師等に関する件

３．平成28年全国不動産
会議開催県に関する件

４．平成26年度地方本部
における無料相談業
務助成に関する件

５．初任従業者教育研修
に関する件

６．研修済証に関する件
７．不動産実務テキスト
に関する件

８．次回委員会開催等に
ついて

	綱紀委員会
日時　４月14日（月）13：00～
内容　１．綱紀処分に関する件

２．会員除名申請に関す
る件（継続審議案件）

全日本不動産協会

流通推進委員会
日時　４月21日（月）15：00～
【審議事項】

１．ZeNNET等の普及啓

発に関する件　
２．関東流通センター・近
畿流通センターへの
助成について	

３．次回委員会の開催に
ついて

４．ZeNNET等に関する件
【報告事項】

１．平成25年度事業報告・
予算執行状況に関す
る件	　　　

２．その他

不動産保証協会

弁済委員会
日時　平成26年４月24日（木）

12時～
内容　１．認証審査案件に関す

る件
２．その他懸案事項等に
関する件

　平成26年7月1日（火）13:00より全日不動産相談センターを開設します。
　同センターは、不動産取引に精通した経験豊富な相談員が、安心安全な不動産取引を目指して、会員からの
取引に関する実務相談を行うとともに、公益事業の一環として、消費者の相談にも応じることとしています。

開設日時 平成26年７月１日（火）13：00より

運営時間 月・火・木・金曜日　　13：00～16：00
 ※毎週水曜日・年末年始・祝祭日・夏期(お盆)休暇除く

電話番号 ０３－3556―1800（TEL）
 ０３－3556―7533（FAX）

※詳細は、全日ホームページhttp://www.zennichi.or.jp/index.phpをご覧ください。

全日不動産相談センター
開設について
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7月号の予告

・ 税務相談　「法人が建物を取得した場合の取得
価額の計算方法」

税理士　山崎信義
・ 賃貸相談　弁護士　江口正夫
・ 法律相談　「犬のかみつき事故による損害賠償請求」

弁護士　渡辺 晋
・ 6月のニュースランキング
・ 不動産ニュービジネス最前線
・ 全日ホームページGUIDE
・ 5月　会の活動および各種会議の要旨
・ 5月　新入会者名簿

連載

不動産トラブル解決のポイント
執筆 ： 村川隆夫（不動産適正取引推進機構）

賃貸住宅の防犯を考える
執筆 ： 住宅ジャーナリスト 殿木真美子

特集1

特集2

※弁済委員会審査結果については、不動産保証協会ホームページに掲載しています。

鬼木善久　藤村憲正　髙梨秀幸　石原孝治　村松清美　吉田啓司　松岡勇一編集：（公社）全日本不動産協会  （公社）不動産保証協会　広報委員会
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「契約書操作マニュアル」を追加しました

39

　会員様への業務支援コンテンツ「契約書・書式集」に、「契約書操作マニュアル」を追加い
たしました。
　このマニュアルは、ホームページ上に掲載しております「契約書・書式集」データの操作方
法を解説したものです。お問い合わせが多かった操作方法を中心に解説しておりますので、

「契約書・書式集」をご利用の際には、ぜひ、ご活用ください。

「契約書操作マニュアル」
へのアクセス方法
1 パソコンのWebブラウザ（ホー

ムページ閲覧ソフト）より、全日
本不動産協会ホームページにア
クセスし（URL→http://www.
zennichi.or.jp/）、【会員ログイ
ン】ボタンよりログイン

2 画面右メニューの「業務支援」メ
ニューから、【契約書・書式集】ボ
タンをクリック

3 ページ中段の「ダウンロードした
契約書に関するお問い合わせ」の

【契約書操作マニュアル】リンク
をクリック

4 該当する項目の「Excel」ボタン ・
「Word」ボタン ・ 「Internet
Explorer」ボタンをクリック

4
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